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答  申  書 

 

 平成２４年３月２９日付け諮問第３０４３号をもって諮問された事案につい

て、審議の結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 本件、事業用電気通信設備規則等の一部改正については、諮問のとおり改

正することが適当であると認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとお

りである。 

印 

（案） 
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支援が必要である。 

また、代替対策については、地理的条件、事業者の提供エリアや規模および電気

通信設備の形態によって、最適な有効策を講ずるものであり、条文案のように具体的

に「複数の地域に」等を記載するのではなく、「適切な防災措置を講ずること」とするこ

とが適切である。 

【中部テレコミュニケーション株式会社】

りが適当と考えます。 

 

 

 

 

 

２ 

東日本大震災等をふまえたこの度の事業用電気通信設備規則等(以下、規則等)改

正については、政策の方向性として適当であると考えます。 

なお、本改正内容については多岐にわたり、相応の負荷も想定されるため、対象と

なる電気通信事業者の災害対策取り組み状況や、取り組みにあたっての課題抽出と

施策への反映等、円滑な実施が図られるよう、適宜行政面からも支援いただくことが

必要と考えます。 

また、今回の規則等改正の検討趣旨である災害時における通信インフラの維持確

保にあたっては、その重要性をふまえ、電気通信事業者による取り組みのほか、総務

省殿をはじめとする国や地方公共団体における社会環境の整備に向けた取り組みも

重要と考えます。 

たとえば、災害時における燃料の備蓄と供給フローの整備・交通手段（通行ルート）

の確保・優先的な電力供給や、都道府県庁等をカバーする通信設備の大容量電源の

設置場所貸与、災害対策のための税制優遇等が挙げられますが、災害対策をより有

効的かつ後押しするこれらの施策について、引き続き実施、ご検討を頂きたいと考え

ます。 

 

【イー・アクセス株式会社】

今回の改正省令案等に対し、基本的には賛同の

御意見として承ります。 

本件の改正省令案等に直接に関係する内容では

ありませんが、総務省では災害時の電気通信事業者

の燃料確保・輸送等のため、内閣府等の関係機関に

働きかけを行っています。 

総務省においては、いただいた御意見を参考とし

て、引き続き電気通信事業者の災害対策を支援する

ための施策の実施、検討を行うことが適当と考えま

す。 
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 ○ 昭和 60 年郵政省告示第 228 号（事業用電気通信設備規則の細目を定める

件）の一部改正 

  ・事業用電気通信設備規則の一部改正に伴う所要の整備を行う。 

 ○ 平成 19 年総務省告示第 644 号（管理規程の細目を定める件）の一部改正 

  ・管理規程の細目にふくそう対策等を追加する。 

 

 

Ⅲ 施行期日  

  施行期日は平成 24 年９月１日とする。 



事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
表

○
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
）

改

正

案

現

行

第
二
章

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備

第
二
章

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備

第
一
節

電
気
通
信
回
線
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策

第
一
節

電
気
通
信
回
線
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策

第
一
款

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
等

第
一
款

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
等

（
適
用
の
範
囲
）

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
条
の
二

こ
の
款
の
規
定
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設

第
三
条
の
二

こ
の
款
の
規
定
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設

備
（
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
電
気
通

備
（
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
電
気
通

信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ

ル
電
話
用
設
備
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

ル
電
話
用
設
備
及
び
携
帯
電
話
用
設
備
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
予
備
機
器
等
）

（
予
備
機
器
等
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
同
上
）

２

伝
送
路
設
備
に
は
、
予
備
の
電
気
通
信
回
線
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

２

（
同
上
）
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し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

端
末
回
線
そ
の
他
専
ら
特
定
の
一
の
者
の
通
信
を
取
り
扱
う
区
間
に
使
用
す
る
も

の
二

当
該
伝
送
路
設
備
の
故
障
等
の
発
生
時
に
、
他
の
伝
送
路
設
備
に
よ
り
そ
の
疎
通

が
確
保
で
き
る
も
の

３

（
略
）

３

（
同
上
）

４

交
換
設
備
相
互
間
を
接
続
す
る
伝
送
路
設
備
は
、
複
数
の
経
路
に
よ
り
設
置
さ
れ
な

４

交
換
設
備
相
互
間
を
接
続
す
る
伝
送
路
設
備
は
、
な
る
べ
く
複
数
の
経
路
に
よ
り
設

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
に
よ
り
複
数
の
経
路
の
設
置
が
困
難
な
場

置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
又
は
伝
送
路
設
備
の
故
障
等
の
対
策
と
し
て
複
数
の
経
路
に
よ
る
設
置
と
同
等
以
上

の
効
果
を
有
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
停
電
対
策
）

（
停
電
対
策
）

第
十
一
条

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供
給
が
停
止
し

第
十
一
条

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供
給
が
停
止
し

た
場
合
に
お
い
て
そ
の
取
り
扱
う
通
信
が
停
止
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
自
家
用
発
電
機

た
場
合
に
お
い
て
そ
の
取
り
扱
う
通
信
が
停
止
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
自
家
用
発
電
機

又
は
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
（
交
換
設
備
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用

又
は
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
措
置
（
交
換
設
備
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用

発
電
機
及
び
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
）
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ

発
電
機
及
び
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
措
置
）
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
家
用
発
電
機
の
設
置
又
は
移
動
式
の
電
源
設
備
の
配
備
を

行
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
る
燃
料
に
つ
い
て
、
十
分
な
量
の
備
蓄
又
は
補

給
手
段
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

防
災
上
必
要
な
通
信
を
確
保
す
る
た
め
、
都
道
府
県
庁
、
市
役
所
又
は
町
村
役
場
の

用
に
供
す
る
主
た
る
庁
舎
（
以
下
「
都
道
府
県
庁
等
」
と
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
て
い

る
端
末
設
備
（
当
該
都
道
府
県
庁
等
に
お
い
て
防
災
上
必
要
な
通
信
を
確
保
す
る
た
め
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に
使
用
さ
れ
る
移
動
端
末
設
備
を
含
む
。
）
と
接
続
さ
れ
て
い
る
端
末
系
伝
送
路
設
備

及
び
当
該
設
備
と
接
続
さ
れ
て
い
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
関
す
る

前
二
項
の
措
置
は
、
通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供
給
が
長
時
間
に
わ
た
り
停
止
す
る
こ

と
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供

給
が
長
時
間
に
わ
た
り
停
止
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
他
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
よ

り
利
用
者
が
当
該
端
末
設
備
を
用
い
て
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
大
規
模
災
害
対
策
）

第
十
五
条
の
三

電
気
通
信
事
業
者
は
、
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供

に
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
関

し
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

三
以
上
の
交
換
設
備
を
ル
ー
プ
状
に
接
続
す
る
大
規
模
な
伝
送
路
設
備
は
、
複
数

箇
所
の
故
障
等
に
よ
り
広
域
に
わ
た
り
通
信
が
停
止
し
な
い
よ
う
、
当
該
伝
送
路
設

備
に
よ
り
囲
ま
れ
る
地
域
を
横
断
す
る
伝
送
路
設
備
の
追
加
的
な
設
置
、
臨
時
の
電

気
通
信
回
線
の
設
置
に
必
要
な
機
材
の
配
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

二

都
道
府
県
庁
等
に
お
い
て
防
災
上
必
要
な
通
信
を
確
保
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て

い
る
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
基
地
局
と
交
換
設
備
と
の
間
を
接
続
す
る
伝
送

路
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
予
備
の
電
気
通
信

回
線
を
設
置
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
伝
送
路
設
備
は
、
な
る
べ
く

複
数
の
経
路
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
。
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三

電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報
の
管
理
、
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
設
備
等

の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
故
障
等
に
よ
り
、
広
域

に
わ
た
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

は
、
複
数
の
地
域
に
分
散
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
電
気

通
信
設
備
の
故
障
等
の
発
生
時
に
、
他
の
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
な
る
べ
く
そ
の
機

能
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四

伝
送
路
設
備
を
複
数
の
経
路
に
よ
り
設
置
す
る
場
合
に
は
、
互
い
に
な
る
べ
く
離

れ
た
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

五

地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
防
災
に
関
す
る
計
画
及
び
地
方
公
共
団
体
が
公
表
す
る

自
然
災
害
の
想
定
に
関
す
る
情
報
を
考
慮
し
、
電
気
通
信
設
備
の
設
置
場
所
を
決
定

若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
適
切
な
防
災
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
同
上
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
同
上
）

４

第
十
一
条
の
規
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ

４

第
十
一
条
の
規
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
携
帯
電
話
用
設
備
に
つ
い

Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
な
い
。

て
適
用
し
な
い
。

第
二
款

そ
の
他
の
電
気
通
信
回
線
設
備

第
二
款

そ
の
他
の
電
気
通
信
回
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

（
適
用
の
範
囲
）

第
十
六
条
の
二

こ
の
款
の
規
定
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用

第
十
六
条
の
二

こ
の
款
の
規
定
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用

設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用

設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
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い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯

い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
携

電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
以
外
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
つ
い
て
適
用

帯
電
話
用
設
備
以
外
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
六
条
の
五

第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
四

第
十
六
条
の
五

第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
四

条
、
第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
五
条
の
三
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限

条
及
び
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用

る
。
）
の
規
定
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
電
気
通

設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用

信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信

い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
及
び
携

役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯
電
話
用
設
備
及

帯
電
話
用
設
備
以
外
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
以
外
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
節

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備

第
五
節

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備

第
一
款

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

第
一
款

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
）

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
）

第
三
十
五
条
の
二
の
二

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
三
十
五
条
の
二
の
二

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
災
害
時
優
先
通
信
（
緊
急
通
報
及
び
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重
要
通
信
の

り
、
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重
要
通
信
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第

う
ち
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
一
号
に
定
め
る
機
関
が
発
信
す
る
通

五
十
六
条
第
一
号
に
定
め
る
機
関
が
発
信
す
る
通
信
（
当
該
機
関
に
電
気
通
信
役
務
を

信
（
当
該
機
関
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
関
ご
と
に

提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
関
ご
と
に
指
定
す
る
端
末
回
線
の
一
端
に
接
続

指
定
す
る
端
末
回
線
の
一
端
に
接
続
さ
れ
た
端
末
設
備
等
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
に
限

さ
れ
た
端
末
設
備
等
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
災
害
時
優
先
通
信
」
と

る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け

い
う
。
）
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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れ
ば
な
ら
な
い
。

一

災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き

一

（
同
上
）

は
、
他
の
通
信
を
制
限
し
、
又
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

二

災
害
時
優
先
通
信
を
識
別
す
る
た
め
の
信
号
を
付
し
、
及
び
当
該
信
号
に
よ
り
災

二

（
同
上
）

害
時
優
先
通
信
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
前
項
第
一
号
の
機
能
に
よ
り
他
の
通
信
の
制
限
又

は
停
止
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
災
害
時
優
先
通
信
及
び
他
の
通
信
の
疎
通
の
状
況

を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

電
気
通
信
事
業
者
は
、
第
一
項
第
一
号
の
機
能
に
よ
り
他
の
通
信
の
制
限
又
は
停
止

を
行
つ
た
場
合
は
、
前
項
の
記
録
を
分
析
し
、
で
き
る
限
り
多
く
の
通
信
の
疎
通
を
確

保
す
る
よ
う
通
信
の
制
限
又
は
停
止
の
時
間
、
程
度
等
の
実
施
の
方
法
及
び
事
業
用
電

気
通
信
回
線
設
備
の
通
信
容
量
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す

る
。

第
四
章

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電

第
四
章

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電

気
通
信
設
備

気
通
信
設
備

第
一
節

電
気
通
信
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策

第
一
節

電
気
通
信
設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策

（
停
電
対
策
）

（
停
電
対
策
）

第
四
十
四
条

事
業
用
電
気
通
信
設
備
は
、
通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供
給
が
停
止
し
た

第
四
十
四
条

（
同
上
）

場
合
に
お
い
て
そ
の
取
り
扱
う
通
信
が
停
止
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
自
家
用
発
電
機
又
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は
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
（
交
換
設
備
に
あ
つ
て
は
、
自
家
用
発

電
機
及
び
蓄
電
池
の
設
置
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
）
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
家
用
発
電
機
の
設
置
又
は
移
動
式
の
電
源
設
備
の
配
備
を

行
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
る
燃
料
に
つ
い
て
、
十
分
な
量
の
備
蓄
又
は
補

給
手
段
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

防
災
上
必
要
な
通
信
を
確
保
す
る
た
め
、
都
道
府
県
庁
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
端
末

設
備
と
接
続
さ
れ
て
い
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
と
接
続
さ
れ
て
い
る
交
換
設
備
及
び
そ

の
附
属
設
備
に
関
す
る
前
二
項
の
措
置
は
、
通
常
受
け
て
い
る
電
力
の
供
給
が
長
時
間

に
わ
た
り
停
止
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
規
模
災
害
対
策
）

第
四
十
七
条
の
二

電
気
通
信
事
業
者
は
、
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提

供
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
関

し
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

電
気
通
信
役
務
に
係
る
情
報
の
管
理
、
電
気
通
信
役
務
の
制
御
又
は
端
末
設
備
等

の
認
証
等
を
行
う
た
め
の
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
そ
の
故
障
等
に
よ
り
、
広
域

に
わ
た
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

は
、
複
数
の
地
域
に
分
散
し
て
設
置
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
電
気

通
信
設
備
の
故
障
等
の
発
生
時
に
、
他
の
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
な
る
べ
く
そ
の
機

能
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

地
方
公
共
団
体
が
定
め
る
防
災
に
関
す
る
計
画
及
び
地
方
公
共
団
体
が
公
表
す
る
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自
然
災
害
の
想
定
に
関
す
る
情
報
を
考
慮
し
、
電
気
通
信
設
備
の
設
置
場
所
を
決
定

若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
適
切
な
防
災
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

- 18 -



○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
）

改

正

案

現

行

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
）

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
）

第
二
十
七
条
の
二

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、

第
二
十
七
条
の
二

（
同
上
）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換

二

（
同
上
）

設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信

設
備
を
除
く
。
）

イ

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

イ

（
同
上
）

ロ

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
合
デ
ジ
タ

ロ

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
合
デ
ジ
タ

ル
通
信
用
設
備
（
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十

ル
通
信
用
設
備
（
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十

七
条
の
四
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に

七
条
の
四
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
号
に
お
い
て

お
い
て
単
に
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
」
と
い
う
。
）

単
に
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
」
と
い
う
。
）

ハ

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ハ

（
同
上
）

ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の

に
限
る
。
）

ニ

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
用

ニ

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
用

設
備
（
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
に
お

設
備
（
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
四
号
に
お
い
て
単
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い
て
単
に
「
携
帯
電
話
用
設
備
」
と
い
う
。
）

に
「
携
帯
電
話
用
設
備
」
と
い
う
。
）

ホ

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ

用
設
備
（
第
二
十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
及
び
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
に

お
い
て
単
に
「
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
」
と
い
う
。
）

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
要
し
な
い
設
備
）

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
要
し
な
い
設
備
）

第
二
十
七
条
の
四

法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用

第
二
十
七
条
の
四

（
同
上
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
同
上
）

二

既
に
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
行
つ
た
自
己
の
電
気
通
信
設
備
を
変

二

（
同
上
）

更
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
種
類
を
変
更
す
る
場
合
（

次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

従
来
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用

イ

（
同
上
）

設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
又
は
同
令
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す

る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用

に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
な
か
つ
た
も
の
が
当
該
変
更
に

よ
り
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
場
合

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
従
来
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
イ
に
規
定
す
る
ア

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
従
来
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
イ
に
規
定
す
る
ア

ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
、
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
該

ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
又
は
携
帯
電
話
用
設
備
に
該
当
す
る
も
の
で
な

当
す
る
も
の
で
な
か
つ
た
も
の
が
当
該
変
更
に
よ
り
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業

か
つ
た
も
の
が
当
該
変
更
に
よ
り
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備

用
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
場
合

に
該
当
す
る
場
合
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三

（
略
）

三

（
同
上
）

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
）

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
）

第
二
十
七
条
の
五

法
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
二
十
七
条
の
五

（
同
上
）

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
の
二
の
届
出
書

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規

定
す
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
又

一

（
同
上
）

は
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備

イ

交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
の
設
備
構
成
図
並
び
に
こ

イ

（
同
上
）

れ
ら
の
接
続
構
成
図

ロ

交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
予
備
設
備
の
設

ロ

（
同
上
）

置
等
に
関
す
る
説
明
書

ハ

交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
故
障
等
の
検
出

ハ

（
同
上
）

方
式
及
び
通
知
方
式
に
関
す
る
説
明
書

ニ

電
気
通
信
設
備
に
お
け
る
利
用
者
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設

ニ

（
同
上
）

備
か
ら
受
信
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
制
限
等
の
防
護
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ホ

交
換
設
備
に
お
け
る
異
常
ふ
く
そ
う
検
出
方
式
及
び
そ
の
対
策
方
式
に
関
す
る

ホ

（
同
上
）

説
明
書

ヘ

交
換
設
備
、
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
に
お
け
る
耐
震
措
置
に
関

ヘ

（
同
上
）

す
る
説
明
書

ト

停
電
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ト

（
同
上
）

チ

線
路
設
備
に
お
け
る
誘
導
対
策
措
置
に
関
す
る
説
明
書

チ

（
同
上
）
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リ

電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
等
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設

リ

（
同
上
）

備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ヌ

屋
外
設
備
の
設
置
に
関
す
る
説
明
書

ヌ

（
同
上
）

ル

電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
建
築
物
等
に
お
け
る
自
然
災
害
等
の
対
策
措
置
及

ル

（
同
上
）

び
不
法
侵
入
防
止
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ヲ

通
信
内
容
の
秘
匿
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ヲ

（
同
上
）

ワ

電
気
通
信
設
備
に
蓄
積
す
る
利
用
者
の
通
信
に
係
る
情
報
の
保
護
措
置
に
関
す

ワ

（
同
上
）

る
説
明
書

カ

電
気
通
信
設
備
と
利
用
者
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
事
業
用
電
気
通
信
設

カ

（
同
上
）

備
と
の
間
に
お
け
る
保
安
装
置
の
設
置
に
関
す
る
説
明
書

ヨ

電
気
通
信
設
備
と
利
用
者
又
は
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
分
界

ヨ

（
同
上
）

点
の
場
所
に
関
す
る
説
明
書

タ

ヨ
の
分
界
点
に
お
け
る
電
気
通
信
設
備
の
正
常
性
確
認
方
式
に
関
す
る
説
明
書

タ

（
同
上
）

レ

音
声
伝
送
用
設
備
に
お
け
る
端
末
設
備
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
以
下
「
端

レ

（
同
上
）

末
設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
接
続
条
件
に
関
す
る
書
類
及
び
試
験
結
果

ソ

通
話
品
質
に
関
す
る
計
算
結
果
及
び
そ
の
計
算
に
関
す
る
説
明
書

ソ

（
同
上
）

ツ

接
続
品
質
に
関
す
る
設
計
値
及
び
そ
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
書

ツ

（
同
上
）

ネ

緊
急
通
報
を
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
説
明
書

ネ

（
同
上
）

ナ

災
害
時
優
先
通
信
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
説

ナ

（
同
上
）

明
書

ラ

異
な
る
電
気
通
信
番
号
の
送
信
の
防
止
措
置
に
関
す
る
説
明
書

ラ

（
同
上
）

ム

電
気
通
信
設
備
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
を
行
う
事
業
場
に
配
備
し
て
い
る
主

ム

（
同
上
）

要
試
験
機
器
の
一
覧
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ウ

電
気
通
信
設
備
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
を
行
う
事
業
場
に
配
備
し
て
い
る
主

ウ

（
同
上
）

要
応
急
復
旧
機
材
の
一
覧

ヰ

そ
の
他
イ
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料

ヰ

（
同
上
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

四

携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備

四

携
帯
電
話
用
設
備

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ソ
及
び
ヰ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ

（
同
上
）

ロ

そ
の
他
イ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料

ロ

（
同
上
）

五

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用

設
備

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ム
及
び
ヰ
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）

ロ

電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備

及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況
に
関
す
る
説
明
書

ハ

そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料

五
～
八

（
略
）

六
～
九

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

第
二
十
九
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
規
程
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
二
十
九
条

（
同
上
）

る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
同
上
）

十

重
要
通
信
の
確
保
、
ふ
く
そ
う
対
策
並
び
に
ふ
く
そ
う
発
生
時
の
体
制
及
び
措
置

十

重
要
通
信
の
確
保
並
び
に
ふ
く
そ
う
発
生
時
の
体
制
及
び
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

十
一
～
十
三

（
略
）

十
一
～
十
三

（
同
上
）
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２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
細
目
を
含
む
も
の
で

２

（
同
上
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
緊
急
通
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
報
告
）

（
緊
急
通
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
報
告
）

第
七
条

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
十
一
条
各
号
に
規
定
す
る
電
気

第
七
条

（
同
上
）

通
信
番
号
を
用
い
た
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
及
び
消
防
機
関
へ
の
通
報
（
以
下
「

緊
急
通
報
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
を
開
始
す
る
と
き
は
、
当
該
緊
急
通
報
の
取
扱
い

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
六
に
よ
り
、
そ
の
実
施
前
に
書
面
等
に
よ
り

総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
告
し
た
事
項
を
変
更
す
る
と
き
又
は
緊

急
通
報
の
取
扱
い
を
休
止
若
し
く
は
廃
止
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
に
関
す
る
報
告
）

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
に
関
す
る
報
告
）

第
七
条
の
二

電
気
通
信
事
業
者
は
、
災
害
時
優
先
通
信
（
緊
急
通
報
及
び
電
気
通
信
事

第
七
条
の
二

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
事
業
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重

業
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重
要
通
信
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五

要
通
信
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
一
号
に
定
め
る
機
関
が

十
六
条
第
一
号
に
定
め
る
機
関
が
発
信
す
る
通
信
（
当
該
機
関
に
電
気
通
信
役
務
を
提

発
信
す
る
通
信
（
当
該
機
関
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該

供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
関
ご
と
に
指
定
す
る
端
末
回
線
の
一
端
に
接
続
さ

機
関
ご
と
に
指
定
す
る
端
末
回
線
の
一
端
に
接
続
さ
れ
た
端
末
設
備
等
か
ら
発
信
さ
れ

れ
た
端
末
設
備
等
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
優

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
災
害
時
優
先
通
信
」
と
い
う
。
）
の
優
先
的
な
取
扱
い
を
開

先
的
な
取
扱
い
を
開
始
す
る
と
き
は
、
当
該
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
に

始
す
る
と
き
は
、
当
該
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
六
の
二
に
よ
り
、
そ
の
実
施
前
に
書
面
等
に
よ

て
、
様
式
第
二
十
六
の
二
に
よ
り
、
そ
の
実
施
前
に
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出

り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
告
し
た
事
項
を
変
更
す
る
と
き
又
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
告
し
た
事
項
を
変
更
す
る
と
き
又
は
災
害
時
優
先
通
信
の

災
害
時
優
先
通
信
の
取
扱
い
を
休
止
若
し
く
は
廃
止
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

取
扱
い
を
休
止
若
し
く
は
廃
止
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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２

電
気
通
信
事
業
者
は
、
不
測
の
要
因
に
よ
り
、
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱

い
を
確
保
す
る
た
め
に
他
の
通
信
の
接
続
を
制
限
し
、
又
は
停
止
を
行
つ
た
場
合
で
あ

つ
て
、
当
該
制
限
又
は
停
止
を
受
け
た
利
用
者
の
数
が
三
万
以
上
、
か
つ
、
そ
の
時
間

が
二
時
間
以
上
の
と
き
に
は
、
当
該
制
限
又
は
停
止
を
行
つ
た
時
間
に
お
け
る
災
害
時

優
先
通
信
及
び
他
の
通
信
の
疎
通
の
状
況
を
分
析
し
、
で
き
る
限
り
多
く
の
通
信
の
疎

通
を
確
保
す
る
よ
う
、
当
該
制
限
又
は
停
止
を
行
つ
た
時
間
、
程
度
等
の
実
施
の
方
法

及
び
電
気
通
信
回
線
設
備
の
通
信
容
量
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い

て
、
様
式
第
二
十
六
の
三
に
よ
り
、
当
該
制
限
又
は
停
止
を
行
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内

に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
対
策
の
報
告
）

第
十
条

事
業
用
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
毎
報
告
年
度
の
最
初

の
日
に
お
い
て
三
万
以
上
の
利
用
者
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
者
に
限
る
。
）

は
、
災
害
時
に
お
い
て
そ
の
取
り
扱
う
通
信
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
、
様

式
第
三
十
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
品
質
の
報
告
）

第
十
一
条

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
毎
報
告
年
度
の
最
初
の
日
に
お
い
て
三
万
以

上
の
利
用
者
に
音
声
伝
送
役
務
を
提
供
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
設
備
を
介
し
て

提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
品
質
に
つ
い
て
、
様
式
第
三
十
一
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
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経
過
後
三
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
集
計
結
果
の
公
表
）

（
集
計
結
果
の
公
表
）

第
十
二
条

総
務
大
臣
は
、
第
二
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
面
等
に

第
十
条

（
同
上
）

記
載
又
は
記
録
さ
れ
た
事
項
を
集
計
し
、
定
期
的
に
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。

（
書
面
等
の
提
出
）

（
書
面
等
の
提
出
）

第
十
三
条

第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
総
務
大

第
十
一
条

第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
面
等

臣
に
提
出
す
る
書
面
等
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（

は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所

沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

長
を
含
む
。
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式

第
2
6の

２

（第
７

条
の

２
第

１
項

関
係

）

（
略
）

様
式

第
2
6の

２

（第
７

条
の

２
関

係

）

（
同
上
）

様
式

第
2
6の

３

（第
７

条
の

２
第

２
項

関
係

）

通
信

制
限

時
等

に
お

け
る

疎
通

状
況

の
分

析
結

果
報

告

年
月

日

事
業

者
名
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通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
行

つ
た

事
業

用
電

気
通

信
設

備
及

び
電

気
通

信
役

務
の

概
要

通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
受

け
た

利
用

者
の

数

通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
行

つ
た

時
間

通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
行

つ
た

場
所

通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
行

つ
た

原
因

通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
行

つ
た

時
間

に
お

け
る

災
害

時
優

先
通

信
及

び
他

の
通

信
の

疎
通

状
況

通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

の
時

間
､

程
度

等
の

実
施

の
方

法
及

び
電

気
通

信
回

線
設

備
の

通
信

容
量

に
つ

い
て

見
直

し
を

行
つ

た
結

果
､
出

来
る

限
り

多
く

の
通

信

の
疎

通
を

確
保

す
る

た
め

に
新

た
に

措
置

を
講

じ
た

場
合

は
そ

の
内

容

上
記

の
措

置
を

講
じ

た
理

由

注
１

「通
信

の
接

続
の

制
限

又
は

停
止

を
行

つ
た

時
間

に
お

け
る

災
害

時
優

先
通

信
及

び
他

の

通
信

の
疎

通
状

況

」の
欄

は
､
発

信
地

域
と

着
信

地
域

の
組

合
せ

ご
と

に
､
発

着
信

規
制

率
､
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通
信

量
､
完

了
呼

数
､
完

了
率

､
呼

損
率

等
に

つ
い

て
､
時

系
列

に
記

載
し

た
別

紙
を

添
付

す
る

こ
と

。

２

「上
記

の
措

置
を

講
じ

た
理

由

」の
欄

は
､
通

信
の

接
続

の
制

限
又

は
停

止
を

行
つ

た
時

間

に
つ

い
て

災
害

時
優

先
通

信
及

び
他

の
通

信
の

疎
通

の
状

況
を

分
析

し
た

結
果

に
基

づ
き

､

新
た

に
講

じ
た

措
置

が
有

効
で

あ
る

と
考

え
る

理
由

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
用

紙
の

大
き

さ
は

､
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。

様
式

第
3
0

（第
1
0
条

関
係

）

災
害

対
策

の
報

告

年
月

末
現

在

事
業

者
名

年
度

当
初

に
お

け
る

電
気

通
信

役
務

を
提

供
す

る
利

用
者

数

１
停

電
対

策
へ

の
取

組
状

況

停
電

時
に

お
け

る
通

信
機

能
の

持
続

時
間

に
係

る
基

本
的

な
考

え
方

長
時

間
に

わ
た

る
電

力
の

供
給

の
停

止
を

考
慮

し
た

対
策

が
講

じ
ら

れ
た

設
備

又
は
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そ
の

サ

ー

ビ
ス

提
供

区
域

に
関

す
る

情
報

燃
料

の
備

蓄
､
補

給
体

制
に

関
す

る
情

報

２
停

電
対

策
の

た
め

の
応

急
復

旧
に

係
る

機
材

配
備

の
状

況

台
数

及
び

通
常

の
配

備
場

所
出

力

移
動

電
源

車

可
搬

型
発

電
機

３
伝

送
路

設
備

の
損

壊
へ

の
対

策
の

取
組

状
況

伝
送

路
設

備
が

損
壊

し
た

場
合

に
お

け
る

代
替

設
備

に
係

る
基

本
的

な
考

え
方

主
要

な
代

替
設

備

（注
１

）及
び

そ
の

サ

ー

ビ
ス

提
供

区
域

に
関

す
る

情
報

４
伝

送
路

設
備

の
損

壊
へ

の
対

策
の

た
め

の
応

急
復

旧
に

係
る

機
材

配
備

の
状

況

台
数

及
び

通
常

同
時

接
続

数
カ

バ

ー

半
径

種
類

の
配

備
場

所

車
載

基
地

局

可
搬

型
基

地
局

注
１

大
ゾ

ー

ン
基

地
局

（複
数

の
他

の
基

地
局

と
サ

ー

ビ
ス

提
供

区
域

が
重

複
す

る
基

地
局

で

あ
つ

て
､
当

該
他

の
基

地
局

の
機

能
が

停
止

し
た

場
合

に
そ

れ
ら

の
機

能
を

代
替

す
る

こ
と

を

意
図

し
て

開
設

さ
れ

た
も

の
を

い
う

）及
び

現
に

使
用

さ
れ

て
い

る
伝

送
路

設
備

の
代

わ
。
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り
に

臨
時

に
使

用
さ

れ
る

可
搬

型
の

伝
送

路
設

備
を

含
む

。

２
伝

送
路

の
種

類
は

､

「人
工

衛
星

」､

「電
気

通
信

業
務

用
固

定
局

」等
､
通

信
の

相
手

方
と

な
る

設
備

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
用

紙
の

大
き

さ
は

､
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。

様
式

第
3
1

（第
1
1
条

関
係

）

通
信

品
質

の
報

告

年
月

日

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の

種
類

事
業

者
名

年
度

当
初

に
お

け
る

音
声

伝
送

役
務

を
提

供
す

る
利

用
者

数

接
続

品
質

満
た

す
べ

き
基

準

測
定

条
件

及
び

当
該

測
定

条

件
を

選
択

し
た

理
由

測
定

結
果

通
話

品
質

又
は

総
合

満
た

す
べ

き
基

準

品
質

測
定

条
件

及
び

当
該

測
定

条

件
を

選
択

し
た

理
由
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測
定

結
果

ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
品

質
満

た
す

べ
き

基
準

測
定

条
件

及
び

当
該

測
定

条

件
を

選
択

し
た

理
由

測
定

結
果

注
１

事
業

用
電

気
通

信
回

線
設

備
と

端
末

設
備

等
を

接
続

す
る

点
に

お
い

て
二

線
式

の
接

続
形

式
を

有
す

る
ア

ナ
ロ

グ
電

話
用

設
備

､
総

合
デ

ジ
タ

ル
通

信
用

設
備

､
電

気
通

信
番

号
規

則
第

九
条

第
一

項
第

一
号

に
規

定
す

る
電

気
通

信
番

号
を

用
い

て
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

イ

ン
タ

ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

用
設

備
､
携

帯
電

話
用

設
備

及
び

Ｐ
Ｈ

Ｓ
用

設
備

ご
と

に

別
葉

と
す

る
こ

と
。

２

「満
た

す
べ

き
基

準

」の
欄

は
､
事

業
用

電
気

通
信

設
備

の
種

類
に

応
じ

た
も

の
を

記
載

す

る
こ

と
。

３

「ネ
ッ

ト
ワ

ー

ク
品

質

」の
欄

は
､
電

気
通

信
番

号
規

則
第

九
条

第
一

項
第

一
号

に
規

定
す

る
電

気
通

信
番

号
を

用
い

て
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

イ
ン

タ

ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電

話
用

設
備

以
外

の
事

業
用

電
気

通
信

設
備

に
つ

い
て

は
記

載
を

要
し

な
い

。

４
各

品
質

に
つ

い
て

は
､
別

に
告

示
で

定
め

る
条

件

（測
定

日
時

､
測

定
頻

度
等

）に
基

づ
き

測
定

し
､
測

定
結

果
を

時
系

列
に

記
載

し
た

別
紙

を
添

付
す

る
こ

と
ま

た
､
各

品
質

の
測

定
。

箇
所

､
測

定
環

境
・

条
件

等
に

つ
い

て
ネ

ッ
ト

ワ

ー

ク
構

成
図

を
記

載
し

た
別

紙
を

添
付

す

る
こ

と
。

５
用

紙
の

大
き

さ
は

､
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
等
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
以
下
「
新
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３

前
項
の
期
間
内
に
、
前
項
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
設
備
を
新
設
備
規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
（
第
三
十
五
条
の
六
の
二
、
第
三
十

五
条
の
十
四
の
二
、
第
三
十
五
条
の
二
十
一
及
び
第
三
十
六
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
計
画
を
総
務
大
臣
に

提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
当
該
基
準
に
適
合
さ
せ
る
ま
で
の
間
、
当
該
設
備
は
当
該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
の
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
新
設
備
規
則
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
新
設
備
規
則
第
十
一
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

５

電
気
通
信
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
け
出
て
い
る
管
理
規
程
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法

施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
新
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す

る
。
た
だ
し
、
新
報
告
規
則
第
十
一
条
に
つ
い
て
は
、
施
行
の
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

７

新
報
告
規
則
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
（
第
三
十
五
条
の
六
の
二
、

第
三
十
五
条
の
十
四
の
二
、
第
三
十
五
条
の
二
十
一
及
び
第
三
十
六
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
事
業
用

電
気
通
信
設
備
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
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昭
和
六
十
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
適
用
除
外
）

（
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
適
用
除
外
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

事
（
同
上
）

２

規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
携
帯

２

規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
携
帯

電
話
用
設
備
は
、
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成

電
話
用
設
備
は
、
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限

さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
す

る
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

一

当
該
携
帯
電
話
用
設
備
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
区
域
（
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を

一

当
該
携
帯
電
話
用
設
備
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
区
域
（
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を

行
う
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
他
の
携
帯
電
話

行
う
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
他
の
携
帯
電
話
用
設
備
（

用
設
備
（
規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
利
用
者
が

規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除
き
、
利
用
者
が
同
じ
移
動

同
じ
移
動
端
末
設
備
を
用
い
て
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係

端
末
設
備
を
用
い
て
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
サ
ー
ビ

る
サ
ー
ビ
ス
提
供
区
域
内
に
あ
る
こ
と
。

ス
提
供
区
域
内
に
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
同
上
）

３

規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
Ｐ
Ｈ

Ｓ
用
設
備
は
、
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
で
あ
つ
て
、
当
該
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
区

域
が
他
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
も
の
を
除

き
、
利
用
者
が
同
じ
移
動
端
末
設
備
を
用
い
て
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
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る
。
）
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
区
域
内
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
四
十
四
号
（
管
理
規
程
の
細
目
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表
の
上

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
細
目
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
同
上
）

七

重
要
通
信
の
確
保
、

緊
急
通
報
確
保
の
た
め
の
保
守
手
順
及
び
利
用
者
等

七

重
要
通
信
の
確
保
並

緊
急
通
報
確
保
の
た
め
の
保
守
手
順
及
び
利
用
者
等

(1)

(1)

ふ
く
そ
う
対
策
並
び
に

へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

び
に
ふ
く
そ
う
発
生
時

へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と
。

ふ
く
そ
う
発
生
時
の
体

電
気
通
信
回
線
設
備
の
通
信
容
量
に
関
す
る
基
本
的

の
体
制
及
び
措
置

(2)

制
及
び
措
置

な
考
え
方
に
関
す
る
こ
と
。

ふ
く
そ
う
発
生
時
に
お
け
る
通
信
規
制
及
び
重
要
通

(3)
信
の
優
先
的
取
扱
い
の
具
体
的
な
方
法
に
関
す
る
こ

と
。ふ

く
そ
う
発
生
時
に
お
け
る
通
信
規
制
等
の
実
施
手

ふ
く
そ
う
時
に
お
け
る
通
信
規
制
等
の
実
施
手
順
及

(4)

(2)

順
及
び
体
制
に
関
す
る
こ
と
。

び
体
制
に
関
す
る
こ
と
。

ふ
く
そ
う
の
拡
大
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

ふ
く
そ
う
の
拡
大
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

(5)

(3)

八

（
略
）

八

（
同
上
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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